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医療の変換の背景

日本の戦後経済復興を支えてきた社会機構がいま、

多くの人の目に明らかにわかるほどの破綻を生じて

いる。 進行する環境汚染や日本各地に出現している

ゴミの山は、 資源浪費型の現代科学技術文明とゆき

過ぎた経済偏重主義の産物である。 天文学的な負債

(国債発行残高450兆円) を 出しながらもいっこうに回

復の兆しのない経済、 自らの社会的使命を忘れたか

のような警察不祥事、政治家の不正蓄財疑惑など、日

本社会機構破綻の事例に事欠かない。 わが国の医療

保険制度も同様に制度疲労をきたしており、 医療界で

働く我々も将来構想を真剣に考えるべき時がきている

ように思われる。 この小論が読者の思索のきっかけに

なれば幸いである。

わが国の医療保険の財政状況

わが国健康保険の特徴である「国民皆保険」 は昭和

36年に完成した。 平成11年現在の構成を表1 に示す。

医療保険が徐々に赤字になるに及んで、 黒字団体か

ら赤字団体への拠出金が徴収されていた。 黒字団体

の反発などを契機に全団体から拠出金を集めて老人

健康保険を形成する様になり、 今日に至っている。

医療保険の財政状況を表2 に示す。 わが国医療保

険の巨額の赤字が明らかである。 保険料率は、 比較

的財政状況の良好な健康保険組合でさえ、 1999年度

の全組合の平均が8.5%とすでに10%に近く 、 現状以

上の引 き上げは困難な状況にある。 一人あたり医療

費の高い老人の人口が増加するにしたがい、赤字は

このままの制度下では、 今後拡大する一方と思われ、

わが国医療保険の破綻が強く懸念される状態である。

従来の保険医療

医療保険制のもと 、 増収を目指す医療機関側と慢

性の赤字を抱え医療費を抑制したい支払い側との間

で、綱ヲ | きが行われてきた。 わが国医療保険制度のも

う一つの特徴である 「出来高払い」 制と、 受診者が医

療機関を任意に選択できる 「フリーアクセス」制のもと

では、 多くの受診者をあつめ、 できるだけ多数の検査、

投薬をおこなうほど「売り上げ」が増加することになる。

これが「検査漬け医療」、 「薬漬け医療」と批判される

ような医療を助長することになった。 医療機関として

は、 適正な利援を確保するにさえ、 薬価差主主 (公定価

格と実勢価格の差益)が必要で、あった事情もあるが、こ

の苦しい事情は広く公衆の知るところとなっていない。

表 1 我が国医療保険の構成

医療保険区分 主な繕成員 加入者数

健康保険

政府管掌 中小企業の被雇用者 37,975 千人

組合 大企業の被雇用者 33,085 

健康保険法的条7 65 

共済組合 10,217 

国家公務員 国家公務員

地方公務員 地方公務員

私 学 私学教職員

船員保険 船 員 278 

国民健康保険 個人事業者 44,336 

老人保健 老人、退職者 13,333 

(出典平成11年厚生白書)
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診療報酬改定の過程で、検査料の項目数による丸め

や、薬価差益の減少を目的に薬価基準を実勢価格に

あわせる策がとられるようになった。 医療機関の収入

源は、従って、別に求められるようになっている。 この

ような診療報酬の改定は、厚生省の医療制度改革構

想の部分的実現を、経済利益の誘導によって、めざす

ものともなっている。 たとえば、「専門技量の評価(技術

料)Jとして、検4科会査判断料、病理診断料、画像診断

管理料、などが規定されている。 「病院の機能分担」 を

奨励する目的では、診療情報提供料や外来の紹介患

者率に応じた入院料の逓減制の導入などがあげられ

る。 「入院期間の短縮」を目 的に、 平均在院日数に応

じた入院料の逓減性などがあり、 将来の 「カルテ・情

報開示Jに向けた、入院治療計画書非交付の;場合の

減額 (2000年4月から) 、などもある。

受診者の意識の変容

従来の多検査 ・ 多処方の医療は、医療経済の面か

ら確実に変容を迫られているが、 受診者の意識変化

も、医療の転換を迫る大きな要因である。 マスコミの

発達と高学歴化を背景とした一般人の医学知識の質

的 ・ 量的拡大や権利意識の高まりが、 意識変化の大

きな引き金である。 医師を中心として患者を管理 ・ 監

督し医療を施すとの従来の考えが後退し、 医師と患

者は医療契約を結ぶとの考えが勢いを得つつある。

ここでは、患者ではなく依頼人であること、依頼人は

治療選択権を持つこと、 選択権を正しく行使するため

にカルテ ・ 情報の開示が必須で他の医師への相談は

当然との意識である。 経済発達に伴う公共機関 ・他

サービス業の、サービスの質的向上・施設快適性の

向上に比較した、 医療機関のサービスの相対的劣悪

性と相まって、 医療への不満と変革への圧力は高まり

つつあるように思われる。

医師の課題

日本医師会は診療報酬の疾患群別包括化 (まるめ)

表2 医療保険の財政状況 (単位:億円、 -は赤字)

年次決算額

運営主体 1993年 94年 95年 96年 97年

政府管掌 -935 -2809 -2783 -4193 -950 

組合管掌 1174 ー774 -1222 ー1976 ー 1 7

国民健康保険 ー881 ー 1 370 ー1090 -1154 ー292

(出典:平成11年厚生白書)
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に反対の立場を崩していないが、いままでみてきた様

に、包括化はすでに静かに進行している。 まるめには

反対しつつ、いずれまるめが現実になると考え今から

対応を始めるのが得策と思われる。

第一に必要なのは医師の意識改革である。 患者の

意識の変化にあわせねばならない。 臨床医学の本質

はサービス業である。 主役は医師でなく依頼人 (患者)

であり、 依頼人の要望が最優先されるべきである。 し

かし医療は、はったりや誤魔化しの無い、科学的専門

知識と専門技量に裏打ちされたサービスであるべき

である。 不可能なことは正しく不可能と言わねばなら

ず、 その場合にも最大限の援助を依頼人に行うべき

である。

医師、とくに教育 ・ 研究を遂行する医師の、 医療の

質に関する観念を変える必要がある。 たくさん検査を

駆使することがよき医療との観念から、 結末 (outcome)

が同じならば、検査が少ないほど臨床的能力が高い

との観念に進化すべきである。 医療保険の財政事情

から、 今後ますます臨床と臨床研究とを峻別するよう

圧力が強まると思われるが、ここでも、 上記の観念変

更は重要である。 臨床研究は依頼人に研究と明示し

て遂行する、研究費はそれと明示して工面する、 との

意識を高める必要がある。 臨床と研究の峻別の圧力

を臨床研究の退歩につなげではならない。

第二に、 診療行為の科学的根拠の整備が重要で、あ

る。 他の医師への相談が当然の権利と見なされる状

況では、同一依頼人の同一資料から複数の医師が全

くことなる治療方針を提示するようでは、 医療不信に

つながり 、 結局は医師の価値を下げることになる。 明

示的棟拠に基づく医療行為(巴vid e nc e -based

medicine) がますます重要であり、 疾患の疫学、自然

史、 種々の検査 ・ 治療法の成績 (outcome) に関する

質の高いデータの蓄積とそれに基づいたガイドライン、

さらに、ガイドライ ンの実効性の定期的検討が必要で

ある。 質の高いデータを確保するには、 参加医師の研

究目的に対する強い動機、立案段階から疫学 ・ 統計

の専門家を加えた研究体制、統計精度を向上するた

めの多施設共同研究、 が望まれる。

同一月 内の同一部位CT . MRI両者施行時の検査

料減額は、 医師の聞ではきわめて評判が悪いが、 これ

を論破する十分な根拠が無いのも事実である。 CT.

MRI両者施行によってoutcomeが向上するとの根拠を

明示できないかぎりこの規定は無くならないであろう。

データ整備の重要性を示す一例である。
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ガイドラインが医師の自由裁量権を侵害するとの反

発もあるが、 医療サービスの主役は患者のためである

との原点に戻れば、やむを得ないことである。 医学が

進歩すれば治療は画一化し、自由裁量権が縮小する

のも経験される。 たとえば、肺結核はかつて不死の病

で、あったが、結核菌の発見と抗菌物質の合成、 実地で

の無作為化臨床試験による最適処方の決定を経た現

在では、抗結核剤の処方と投与期間に医師個人の裁

量の余地がほとんど無いのである。

第三に必要なのは、広報である。 「検査漬け医療」、

「薬漬け医療J と一方的に非難されているのは、医療

機関の厳しい経済事情が一般人に十分知らされてい

ないからである。 新しい診断法 ・ 治療法、臨床研究へ

の参加募集、医療経済事情、などに関する情報を、広

く公衆や政府当局者に通知(PR; public relationsと

GR; government relations)しなければならない。 医

療は社会的なものである。 社会に価値あるものとして

受け入れられない限り医療の未来は無い。

GRは政治家への誓願活動、ロビー活動のみではな

い。 政策を立案する上級国家公務員に対する、情報

の継続的 ・ 定期的提供もある。 現在進行中の研究の

成果、新しいガイドラインとその根拠になったデー夕 、

注目すべき国内外の論文の紹介、新薬の開発状況、な

どを提供すべきと思われれる。 上級国家公務員が政

策を立案する際に役立ちそうな情報を提供し、間接的

に政策決定に関与しようとの意図である。 これらの活
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動は学会が中心となって展開すべき事項で、ある。 いく

つもの学会から同様の情報があがってくれば、情報の

信頼性が増加するので、 学会問の重複や医師会との

重複をいとわず、 多数の学会が取り組むべきである。

PRもまた重要で、 GRの内容はほぼPRにも有用と思わ

れる。 問題によっては、 GRでは無理なこともある。 政

治的な駆け引きや損得勘定の結果、理不尽と思われ

る規制が存在する場合には、 GRでなくPRにつとめる

べきである。 表だ、って問題にしがたいなら、匿名で、の

意図的な情報漏洩もあり得る。 広く国民世論に訴え得

る内容であれば、政治的に無視できない問題となる可

能性があり、世論が大きく動けば、何らかの変革が期

待できる。

おわりに

医療は冬の時代を迎えている。 しかし、 医療が不要

であるという国民はいなし、。 銀行は多額の不良債権を

税金から補填して貰っている結果、人気が下落してい

るが、銀行が全く無くて良いと思っている人はいない。

医療も同様である。 見て貰って良かったと思われるよ

うな、社会が必要とするような、 医療を提供し、 医療の

実状と未来を広報すれば、前途はH音くない。 医療サー

ビスを追求し、依頼人の信頼を勝ち取ること、通常の

商売で言えば、・‘顧客満足度"を高める様、 日々の診

療を充実させることが重要だと思われる。
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